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令和４年度 

第３０回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時 令和４年１２月９日（金曜日） １３時００分 開会 

場 所 和歌山市農業委員会議室 

 

議案第１号 和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第５号 農用地利用集積計画について 

議案第６号 非農地通知について 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人名義変更について 

報告事項 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告事項 使用貸借権の解約通知ついて 

報告事項 農地法第４条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による農地転用届出について 
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出席委員（１６名） 

１番 湯川 德弘 

３番 笠野 喜久雄 

４番 山本 茂樹 

５番 藤田 城司 

７番 土橋 ひさ 

８番 谷河 績 

９番 吉中 雅三 

１０番 中村 弘 
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副 課 長 藤田 誠一 

班   長 中居 一樹 

   企 画 員 西森 和子 

   副 主 査 殿元 輝之 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１番 廣井 伸多 

１２番 大河内 壽一 

１３番 曽根 光彦 

１４番 岩橋 章 

１５番 丸山 勝 

１７番 坂東 紀好 

１８番 吉川 松男 

１９番 岩橋 章博 
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１３時００分 開会 

◆奥谷局長 それでは定刻となりましたの

で、ただいまから第３０回農業委員会総会

を開催いたします。報告事項につきまして

は、議案書１８ページ以降に掲載していま

すので、ご確認ください。それでは、谷河

会長よろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績） 去る１１月１６日に

開催しました和束町への視察研修に参加さ

れました委員の皆様おつかれさまでした。

ありがとうございました。それでは、ただ

いまより、第３０回農業委員会総会を開会

いたします。出席委員は１９名中１６名で、

定足数に達しておりますので、総会は成立

しています。去る１１月２８日、湯川委員、

吉中委員、岩橋章博委員によりまして現地

調査並びに事情聴取が行われています。後

ほど報告方よろしくお願いします。 

なお、古川委員、中尾委員、辻本委員か

ら都合により欠席したい旨、連絡がありま

したので、報告いたします。また、農業委

員会会議規則第１７条第２項に規定する議

事録署名委員は、藤田委員、土橋委員にお

願いします。それでは議案の審議を始めさ

せていただきます。議案第１号 和歌山市

遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証

明願について、提案いたします。 

◆西森企画員 番外 説明いたします。議

案に同封している対象農地の写真をご覧く

ださい。本件は和歌山市遊休農地解消対策

事業補助金交付要綱第５条の規定に基づい

たもので、補助金の交付申請にあたり遊休

農地証明書を添付する必要があり、借受予

定者から証明願が１件ありました。対象農

地の面積は、田のみで１，１８８㎡です。

遊休農地証明書交付の可否についてご審議

願います。なお、対象農地については、１

１ページの議案第５号農用地利用集積計画

Ｎｏ．８で利用権の設定を上程しておりま

す。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第１号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第１号は可決と決定しました。 

議案第２号 相続税の納税猶予に関する適

格者証明願について、提案いたします。 

◆中居班長 番外 説明いたします。 

本件は、租税特別措置法第７０条の６第１

項の規定による相続税納税猶予に関する適

格者証明書の申請が３件あったものです。 

相続人から、耕作を継続する旨の誓約書が

添付されております。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第２号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第２号は可決と決定しました。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許

可申請について、提案いたします。 

◆殿元副主査 番外 説明します。本件は、

農地法第３条の規定に基づく許可申請で１

０件ありました。なお、これらの案件は、

調査の結果、耕作等に支障がないこと、当

該農地の権利を取得しようとする者は、下

限面積要件を満たし、その取得後において

全ての農地を効率的に耕作し、農作業に常

時従事すると認められるなど、農地法第３

条第２項各号には該当せず、許可要件の全

てを満たしていると思われます。また、Ｎ
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ｏ．４，６、８、９については贈与となり

ます。なお、Ｎｏ．６は議案第５号「農用

地利用集積計画について」のＮｏ．５に関

連しています。一部の案件について説明を

させていただきます。Ｎｏ．５についてで

すが、譲受人個人の耕作面積は２，９４２

㎡ですが、これとは別に自身が経営する社

会福祉法人で１１，５４６㎡の農地を経営

しています。Ｎｏ．８、９についてですが、

譲受人が当該申請地を譲受、一帯で耕作す

ることで営農をしやすくするためのもので

す。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第３号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第３号は可決と決定しました。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見について、提案

いたします。 

◆殿元副主査 番外 説明します。 

申請地の場所を示した簡易地図を議案と共

に配布していますので合わせてご覧くださ

い。 

№１ 申請地は、小倉地区・・・、小倉小

学校から・・・に位置し、おおむね１０ヘ

クタール以上の規模の一団の農地の区域内

にあるため第１種農地に該当しますが、流

通業務施設に該当するため、不許可の例外

に該当します。申請人は・・・を営んでお

り、当該申請地及び西側の既存宅地を一体

で開発し、自動車整備工場へ転用申請する

ものです。なお、転用完了後、備考に記載

している個人へ賃貸します。この個人は現

在、・・・で・・・を営んでおりますが、

この度、・・・を新設し、当拠点を中心に

活動していきたいとのことです。 

№２ 申請地は、西和佐地区・・・、和歌

山インター出入口から・・・に位置し、お

おむね３００ｍ以内に高速道路の出入口が

あるため第３種農地に該当します。申請人

の自宅の駐車スペースを確保するため、自

宅の隣接地である当該申請地を露天駐車場

へ転用申請するものです。 

№３ 申請地は、小倉地区・・・、光恩寺

から・・・に位置し、市街地に近接する区

域内でその規模がおおむね１０ヘクタール

未満のため第２種農地に該当します。申請

人は・・・を営む個人であり、現在使用し

ている資材置場では手狭になってきている

ため、当該申請地を露天資材置場に転用申

請するものです。なお、令和４年１１月１

０日付で農用地区域を除外しております。 

№４ 申請地は、紀伊地区・・・、紀伊駅

から・・・に位置し、おおむね５００ｍ以

内に鉄道の駅があるため第２種農地に該当

します。申請人は家族とともに、現在賃貸

住宅に居住しておりますが、手狭になって

きたため、実家に近く、耕作地にも近い当

該申請地を農業者住宅へ転用申請するもの

です。なお、使用貸借権設定です。 

№５ 申請地は、安原地区・・・、安原小

学校から・・・に位置し、おおむね１０ヘ

クタール以上の規模の一団の農地の区域内

にあるため第１種農地に該当しますが、集

落に接続される住宅その他日常生活上又は

業務上必要な施設であり、不許可の例外に

該当します。申請人は家族とともに、現在

賃貸住宅に居住しておりますが、手狭にな

ってきたため、実家に近い当該申請地を個

人住宅へ転用申請するものです。開発許可
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申請中です。 

№６ 申請地は、川永地区・・・及び紀伊

地区・・・、誠佑記念病院から・・・に位

置し、市街地に近接する区域内でその規模

がおおむね１０ヘクタール未満のため第２

種農地に該当します。申請人は・・・を営

む法人で、業務の拡張により、現在使用し

ている資材置場では手狭になってきている

ため、当該申請地を露天資材置場として転

用申請するものです。 

№７ 申請地は、紀伊地区・・・和歌山盲

学校から・・・に位置し、市街地に近接す

る区域内でその規模がおおむね１０ヘクタ

ール未満のため第２種農地に該当します。

申請人は・・・を行う法人です。競合店舗

が少なく、周辺に住宅街があり、また交通

量の多い道に面していること等の理由から

当該申請地を店舗として転用申請するもの

です。なお、賃借権の設定で、開発許可申

請中です。また、令和４年１１月１０日付

で農用地区域を除外しております。 

№８ 申請地は、名草地区・・・、内原マ

スターズゴルフ倶楽部から・・・に位置し、

市街地に近接する区域内でその規模がおお

むね１０ヘクタール未満のため第２種農地

に該当します。申請人は家族とともに、現

在賃貸住宅に居住しておりますが、手狭に

なってきたため、実家に近く、耕作地にも

近い当該申請地を個人住宅へ転用申請する

ものです。なお、使用貸借権設定で、開発

許可申請中です。 

№９ 申請地は、岡崎地区・・・及び・・

・和歌山東高校から・・・に位置し、市街

地に近接する区域内でその規模がおおむね

１０ヘクタール未満のため第２種農地に該

当します。申請人は・・・を営む法人であ

り、現在使用している資材置場では手狭に

なってきているため、当該申請地を露天資

材置場に転用申請するものです。これらの

案件は一般基準を満たしていると思われま

す。また、Ｎｏ．６、９については現地調

査及び事情聴取を行っておりますので担当

委員から報告があります。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．６につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので湯川委員さん報告願います。 

◆１番（湯川 德弘）去る１１月２８日、

岩橋委員、吉中委員とで現地調査並びにヒ

アリングを実施しました。・・・は、国道

２４号線下り車線南側に面しており七瀬川

西側に位置します。日常、スクラップ搬送

車の台数がかなりあり、多い時は国道に待

機している車もかなりある。今回の転用申

請で、中へトラック数台が入れるように改

善し、交通渋滞をなくしたいとの事です。

そして現状の資材置場を拡張することによ

り騒音を軽減する事になりますとの事。雨

水は西側水路に流し、改良区の同意も得て

います。床面に錆がある関係で、改良区の

方から雨水分離槽、油水分離槽加えて沈砂

池を設ける指導も入っています。昨日、社

長へ以前火災が発生したことを受け、防止

の教育を実施しました。本件につきまして

委員各位の慎重な審議をお願いし、報告を

終わります。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。次に、Ｎｏ．９につきまして、現地

調査並びに事情聴取を行っていますので岩

橋章博委員さん報告願います。 

◆１９番（岩橋 章博） １１月２８日

現地調査並びに事情聴取を湯川委員､吉中
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委員と事務局とで実施しました。申請地北

側は・・・が許可を得た露天資材置場で、

期日が過ぎても完了報告がされてなく、県

から指導を受けている状態であります｡そ

の北側には・・・の分譲住宅があります。

また、申請地南側は水田で、東側には大き

めの用水路があり、西側は未舗装の市道と

接している状況の第２種農地です。事情聴

取では・・・の社員、・・・さん、・・・さ

ん、行政書士、測量士の４名が出席されま

した。 

 この農地を選んだ理由を聞くと、業務拡

大のため大阪､紀南方面での取引が多くな

っており、インターチェンジに近く便利で

あるとの事。現時点での資材置場はどこに

あるのかと聞くと、資材置場は持っていな

いとの事。それでは資材はどこに置いてい

るのかと聞くと、各現場に置いているとの

事。どの様な資材を置くのかとの質問に、

コンクリート製品、土砂、砕石等との事。

排水は西側道路沿いの狭い水路に排水する

との事なので、どうして東にある大きな用

水路へ排水しないのかと聞くと、申請地は

元々東側に入り水口があり、西の既設水路

に排水している状態で、地元要望もあると

の事。造成計画は盛り土が２０cm 程度で

擁壁を作らない計画である。 

 以上のことから､資材置場として本当に

利用するのか疑問に思う所があるが､必要

書類等の要件は満たしているので､転用目

的の確実性を疑う理由がないのが実情であ

ります。今後の完了報告を注視したいと思

います 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第４号について説明、報告が終

わりましたが、この議案について、何かご

意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号は可決と決定しました。 

議案第５号 農用地利用集積計画について、

提案いたします。 

◆西森企画員 番外 説明いたします。 

利用権新規設定における農地所在地図を議

案と共に配布しておりますので、あわせて

ご覧ください。本件は、農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画に基づく利用権の設定で、新

規の契約が１７件ございました。賃借権が

２件、使用貸借権が１５件の設定で、貸借

期間は議案書のとおりです。Ｎｏ．１から

Ｎｏ．１０については、農業委員会による

利用権の新規設定、Ｎｏ．１１からＮｏ．

１７については、農地中間管理事業による

新規の設定です。面積は、田のみで３８，

４４１㎡です。また、うち農地中間管理事

業による設定が７件あり、面積は、田のみ

で１７，１９０㎡です。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第５号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問はございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第５号は可決と決定しました。 

議案第６号 非農地通知について、提案い

たします。 

◆中居班長 番外、説明いたします。本件

については、国からの通知である「農地法

の運用について」第４（３）の規定に基づ

き、農地法第２条第１項に規定する農地に

該当しないと判断するものです。令和４年

１０月１２日、三田地区坂田（２９件、５
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３筆）で和田推進委員とともに、また令和

４年１０月１９日、西山東地区吉里（１６

件、４６筆）で吉中農業委員、中筋推進委

員とともに現地調査を行ったものです。非

農地通知書の交付基準に基づき、対象であ

ると認められる農地の所有者に対し非農地

判断に係る事前通知を行ったところ、非農

地通知依頼書９件の提出がありました。面

積は、田が２筆、４，９５４㎡、畑が１９

筆、９，２８４㎡です。議案書番号１～９

について、非農地通知書の交付基準、農業

的利用を図るための条件整備（基盤整備事

業の実施等）が計画されていない土地であ

って、２０年以上前から森林の様相を呈し

ているなど、農地に復元するための物理的

な条件整備が著しく困難な場合の条件を満

たしていると思われます。なお、各地区の

土地改良区等と協議済です。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第６号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問はございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第６号は可決と決定しました。 

 以上で議案の審議は終了しました。 

その他、何かございませんか。 

（なし、との声） 

それでは、ないようでございますので、第

３０回総会を閉会いたします。 

１３時２０分 閉会 

 

 

 

 


